
証券コード　5697
2020年６月４日

株　主　各　位
大阪府枚方市春日北町３丁目１番１号

代表取締役社長 西 野 淳 二

第74期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第74期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご通知申し上げます。
　なお、本総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の

皆様には、株主総会当日のご来場に代えて、書面による議決権行使を行っていた

だくことをご推奨申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討

のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年

６月24日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送下さいますようお願い申

し上げます。

敬　具

　新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、株主総会当日のご出席を検討されて

いる株主様におかれましては、株主総会当日の流行状況やご自身の体調を十分

にご確認のうえ、マスク着用などの感染予防に最大限ご配慮いただきますよう

お願い申し上げます。

　なお、株主総会当日は受付付近で検温させていただき、発熱があると認めら

れる株主様及び体調不良と思われる株主様は、入場をお断りすることがござい

ます。

　また、株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な座席確保ができない

可能性があります。満席となった場合、ご来場いただきましても入場をお断り

することがございますので、あらかじめご了承いただくとともに、書面による

議決権行使のご活用をお願い申し上げます。

記

１．日 時 2020年６月25日（木曜日）午前10時

２．場 所 大阪府枚方市春日北町３丁目１番１号　当社３階ホール

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。）
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３．目 的 事 項

報 告 事 項
１．第74期 ( 自　2019年４月１日

至　2020年３月31日 ) 事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連

結計算書類監査結果報告の件

２．第74期 ( 自　2019年４月１日
至　2020年３月31日 ) 計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役３名選任の件

第３号議案 監査役２名選任の件

以 上

◎新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点及び株主総会会場にご来場される株

主様とご来場が厳しい株主様の公平性等を勘案し、本総会よりご出席の株主様

へのお土産は廃止とさせていただくことになりましたので、なにとぞご理解下

さいますようお願い申し上げます。

◎株主総会当日の新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じ、当社は必要な感

染防止策を行います。

なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インタ

ーネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.sanyu-cfs.co.jp）にお

いてお知らせさせていただきます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

下さいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事

項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

http://www.sanyu-cfs.co.jp）において修正後の事項を掲載させていただきま

す。
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（添付書類）

事 業 報 告

（ 自　2019年４月１日
至　2020年３月31日 ）

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境は小康状態を保

っておりましたが、米中貿易摩擦の長期化、中国経済の減速などによる悪

化要因に加えて、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響により

失速し、年度末にはリーマンショック以来の厳しい状況となりました。

　わが国のみがき棒鋼及び冷間圧造用鋼線業界（当業界）におきましては、

主要需要家である自動車業界の生産活動が低調に推移したことから、2019

年暦年における当業界の生産量は1,777千トンと前年に比し117千トン減少

いたしました（前年比6.2％減）。

　このような経営環境下、当社は2018年11月５日に子会社化した大阪ミガ

キ株式会社の株式を、一層の効率的生産推進とガバナンス向上のため、2019

年５月16日に追加取得（15.5％、累計67.5％）すると共に、全社を挙げて

収益の確保に取り組みました。

　大阪ミガキ株式会社の連結効果の通期化及び前年度の素材価格値上げの

販売価格への転嫁に引き続き注力した結果、売上高は20,437百万円（前期

比4.3％増）と増収となりましたが、販売面では、新規取引先の開拓及びＶ

Ａ案件の推進により販売数量の拡大に努めたものの、当社グループを取り

巻く需要環境は厳しく、販売数量は125千トン（同4.6％減）となりました。

　損益につきましては、販売数量の減少及び生産減に伴うトン当たり製

造・販売コストの上昇から、営業利益は345百万円（同50.3％減）、経常利

益は376百万円（同46.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は158百

万円（同62.3％減）と減益となりました。

　なお、事業部門ごとの業績は次のとおりであります。

　まず、みがき棒鋼部門におきましては、販売数量は76千トンとなり、売

上高は13,527百万円（同10.9％増）となりました。
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　次に、冷間圧造用鋼線部門におきましては、販売数量は49千トンとなり、

売上高は6,909百万円（同6.6％減）となりました。

②　設備投資の状況及び資金調達の状況

　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は少額投資を中心に267百万

円となり、これらの資金は自己資金及び借入金にて賄いました。

③　対処すべき課題

　わが国経済の今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けた経済活動の低迷により、今後も極めて厳しい状況が続くこ

とが予想されます。

　わが国の当業界につきましても、主要需要業界である自動車・建設機械

分野において、需要回復の見通しが全く立たないことから、引き続き予断

を許さない状況が続くものと思われます。

　このような経営環境下、当社グループにおきましては、保有する生産設

備の効率的且つ最適な稼働を図るなどグループ間・事業所間の連携を一層

強化することにより、グループ内経営資源を有効に活用し、連結収益の最

大化を追求する所存であります。

　株主の皆様におかれましては、なにとぞ以上の諸事情をご賢察のうえ、

今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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(2) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第71期

( 自2016年４月１日
至2017年３月31日 )

第72期

( 自2017年４月１日
至2018年３月31日 )

第73期

( 自2018年４月１日
至2019年３月31日 )

第74期
(当連結会計年度)

( 自2019年４月１日
至2020年３月31日 )

売 上 高(百万円) 15,404 17,220 19,596 20,437

経 常 利 益(百万円) 312 530 699 376

親会社株主に
帰属する当期
純 利 益

(百万円) 194 418 420 158

１株当たり当期純利益 32円24銭 69円19銭 69円62銭 26円22銭

総 資 産(百万円) 13,926 14,469 18,630 16,376

純 資 産(百万円) 7,286 7,662 8,823 8,662

１株当たり純資産額 1,205円45銭 1,267円61銭 1,328円31銭 1,336円82銭

（注）１株当たり当期純利益は、保有する自己株式を除く期中平均発行済株式の総数に基づき、

１株当たり純資産額は、保有する自己株式を除く期末発行済株式の総数に基づき算出して

おります。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会　社　名 資　本　金 当社の議決権比率 主要な事業内容

大 阪 ミ ガ キ 株 式 会 社 40百万円 67.5％
みがき棒鋼の製造及び

販売

大同磨鋼材工業株式会社 20百万円 100.0％ 鋼材の販売

（注）当社は、2018年11月５日に子会社化した大阪ミガキ株式会社の株式を、一層の効率的生産

推進とガバナンス向上のため、2019年５月16日に追加取得（15.5％、累計67.5％）いたし

ました。

(4) 主要な事業内容（2020年３月31日現在）

①　みがき棒鋼の製造、加工及び販売

②　冷間圧造用鋼線の製造、加工及び販売
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(5) 事業所（2020年３月31日現在）
    ①  当社の事業所

本 社 大阪府枚方市春日北町３丁目１番１号
（営業店舗）
枚 方 大阪府枚方市春日北町３丁目１番１号
東 大 阪 大阪府東大阪市今米２丁目６番４号
八 尾 大阪府八尾市老原８丁目58番地
九 州 熊本県菊池市七城町蘇崎1196番８
（工　　場）
本 社 大阪府枚方市春日北町３丁目１番１号
八 尾 大阪府八尾市老原８丁目58番地
九 州 熊本県菊池市七城町蘇崎1196番８

 　 ②　子会社
大 阪 ミ ガ キ 株 式 会 社 大阪府東大阪市本庄西３丁目７番４号
大同磨鋼材工業株式会社 広島県広島市西区小河内町１丁目25番13号

(6) 使用人の状況（2020年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

308名 ７名増

（注）使用人数には、当社グループから当社グループ外への出向者（４名）、嘱託及びパートタ

イマーを含んでおりません。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

200名 ２名増 38.2歳 13.4年

（注）使用人数には、当社から社外への出向者（４名）、嘱託及びパートタイマーを含んでおり

ません。

(7) 主要な借入先（2020年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 713百万円

株 式 会 社 京 都 銀 行 690

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 412
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 (8)　その他企業集団の現況に関する重要な事項

  該当事項はありません。

２. 会社の株式に関する事項（2020年３月31日現在）

 (1)　発行可能株式総数　　19,344,000株

 (2)　発行済株式の総数　   6,091,000株

 (3)　株主数　　　　　　　　　 1,273名

(4)　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 製 鉄 株 式 会 社 2,035千株 33.67％

村 岡 克 彦 362 6.00

株 式 会 社 メ タ ル ワ ン 315 5.21

伊 藤 忠 丸 紅 鉄 鋼 株 式 会 社 295 4.88

日 鉄 物 産 株 式 会 社 250 4.14

永 田 麻 里 187 3.10

佐 藤 商 事 株 式 会 社 180 2.98

サ ン ユ ウ 従 業 員 持 株 会 163 2.71

柏 木 伸 夫 135 2.25

株 式 会 社 り そ な 銀 行 110 1.82

（注）持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（46,496株）を控除して計算しております。

（5)　その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

３. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４. 会社役員に関する事項

 (1)　取締役及び監査役の氏名等（2020年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 西 野 淳 二 大阪ミガキ株式会社取締役

取 締 役 加 藤 和 彦
上席執行役員財務部長
大阪ミガキ株式会社取締役

取 締 役 清 　 水 　 良 　 寛 弁護士

常 勤 監 査 役 玉 　 井 　 孝 　 一 株式会社オートウェーブ社外監査役

監 査 役 長 谷 川 　 泰 一 郎
日本製鉄株式会社大阪支社棒線第一室長
日鉄精鋼株式会社社外監査役

監 査 役 藤 　 田 　 典 　 明 藤田税理士事務所所長

（注）１．取締役清水良寛氏は社外取締役であります。

２．監査役玉井孝一、監査役長谷川泰一郎及び監査役藤田典明の３氏は社外監査役であり

ます。

３．取締役清水良寛及び監査役藤田典明の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査役藤田典明氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を

有するものであります。

５．当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び各監査役との間に、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

(2)　事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏　　名 退任日 退任事由
退任時の地位・担当及び重要な兼職
の状況

山　田　邦　夫 2019年６月27日 任期満了
監査役（常勤）
大同磨鋼材工業株式会社監査役

熊　岡　繁　喜 2019年６月27日 任期満了
社外監査役
熊岡税理士事務所所長

（注）１．監査役熊岡繁喜氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当の知見を有しておりま

した。

２．監査役山田邦夫及び監査役熊岡繁喜の両氏とも、賠償責任の限度額を法令の定める最

低責任限度額とした責任限定契約を締結しておりました。
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(3)　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

３名
(１名)

55,434千円
(3,450千円)

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

４名
(３名)

11,907千円
(8,706千円)

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

７名
(４名)

67,341千円
(12,156千円)

（注）１．上記には、2019年６月27日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって退任した監査

役２名（うち社外監査役１名）を含んでおります。

２．監査役の支給人員は、無報酬の社外監査役１名を除いております。

３．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

４．取締役の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第70期定時株主総会において年額

100,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

５．監査役の報酬限度額は、1995年６月29日開催の第49期定時株主総会において年額

24,000千円以内と決議いただいております。

(4)　社外役員等に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の

法人等との関係

監査役長谷川泰一郎氏は、当社の特定関係事業者である日本製鉄株式会

社の業務執行者を兼務しております。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の

法人等との関係

　監査役玉井孝一氏は、株式会社オートウェーブの社外監査役であります。

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

　監査役長谷川泰一郎氏は、日鉄精鋼株式会社の社外監査役であります。

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
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ハ．当事業年度における取締役会及び監査役会への出席状況並びに発言状況

氏 名 活 動 状 況

 取締役　清　水　良　寛

当事業年度中に開催の取締役会20回のうち20回出

席しており、弁護士としての豊富な経験と専門知識

及び他社での社外役員の経験を活かして、取締役会

において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための発言、助言及び提言を行っておりま

す。

 監査役　玉　井　孝　一

2019年６月27日就任以降、当事業年度中に開催の取

締役会15回のうち14回、監査役会４回のうち４回出

席しており、これまでに培った経理及び監査業務に

関する経験を活かして、取締役会において、取締役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発

言及び内部統制システムを構築するための助言・提

言を行っております。また、監査役会において、当

社の経理システム及び内部監査について、適宜、必

要な発言を行っております。

 監査役　長谷川　泰一郎

当事業年度中に開催の取締役会20回のうち16回、監

査役会６回のうち６回出席しており、鉄鋼人として

の幅広い見地から、取締役会において、取締役会の

意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、

助言及び提言を行っております。また、監査役会に

おいて、当社の経理システム及び内部監査につい

て、適宜、必要な発言を行っております。

 監査役　藤　田　典　明

2019年６月27日就任以降、当事業年度中に開催の取

締役会15回のうち15回、監査役会４回のうち４回出

席しており、税理士としての専門的見地から、取締

役会において、特に税務に関わる助言・提言を行っ

ております。また、監査役会において、当社の経理

システム及び内部監査について、適宜、必要な発言

を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第28条の規定に基づき、取

締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。
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５. 会計監査人の状況
 (1)　会計監査人の名称    有限責任あずさ監査法人

 (2)　会計監査人としての報酬等の額

支　払　額

当事業年度に係る会計監査人としての

報酬等の額
32,800千円

当社及び当社子会社が会計監査人に支

払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額

32,800千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

      ２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人

の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

 (3)　会計監査人の解任または不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に
関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に
該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解
任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報
告いたします。

６. 業務の適正を確保するための体制
    取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確
保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(1)　当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制
　　  当社の経営管理体制は取締役会、監査役会及び会計監査人によって構成さ

れます。
　取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項につ
いて決定を行い、または報告を受けます。
　業務執行取締役（執行役員を兼務する取締役）は、取締役会における決定
に基づき、各々の業務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監
督するとともに、その状況を取締役会に報告します。また､各取締役は、他の
取締役の職務執行の法令及び定款への適合性に関し、相互に監視します。
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 (2)　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  当社は、情報管理に関する規程に基づき、取締役会議事録をはじめとする
職務執行上の各種情報について、管理責任者の明確化、守秘区分の設定等を
行った上で、適切に保管します。
　また､財務情報等の重要な経営情報について、法令等に定める方法のほか、
適時・的確な開示に努めます。

 (3)　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  各業務執行取締役及び各執行役員は、自部門における事業上のリスクの把
握・評価を行い、諸規程で定められた権限・責任に基づき業務を執行します。
　安全衛生、環境・防災、情報管理、販売・購買・品質管理、財務報告の信
頼性等に関する各リスクについては、各々の担当部門が規程・マニュアル等
を整備し、従業員へ教育・啓発活動を通して周知するとともに、そのリスク
管理状況を内部統制室とタイアップして行うモニタリング等を通じて把握・
評価し、継続的な改善に向けたリスク管理活動に努めます。

 (4)　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  予算計画、設備投資及び投融資等の重要な個別執行事項については、経営
会議での審議を経て、取締役会において執行を決定します。
　取締役会での決定に基づく業務執行は､各業務執行取締役、各執行役員及び
各部課長が遂行します。また､職務権限規程等の整備により必要な業務手続
等を定め、各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長の権限と責任を明確
化します。

 (5)　当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
  ｢サンユウ企業理念｣及び経営方針に基づき、全ての役員・従業員が経営の
理念や方針を共有するとともに、業務運営における判断の基準とします。各
業務執行取締役、各執行役員及び各部課長は、業務運営方針等を従業員に対
し周知・徹底します。
　各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長は､内部統制基本規程及びサン
ユウ　コンプライアンス　プログラムに従い、自部門における法令・規程遵
守状況の把握等、業務上の法令違反行為の未然防止に努めるとともに、法令
違反のおそれのある行為・事実を認知した場合、すみやかに内部統制室及び
総務企画部門に報告します。
　内部統制室長は、社全体の内部統制システムの整備・運用状況を確認し、
各部門における法令及び規程遵守状況を把握・評価するとともに、法令・規
程違反の防止策等の必要な措置を講じます。
　これらの内容については、定期的に開催される代表取締役社長を委員長と
する内部統制委員会に報告され、コンプライアンスのチェックを行うととも
に業務執行取締役・執行役員・従業員に対する意識付けを徹底します。コン
プライアンス活動の一環として講習会の実施やマニュアルの作成・配付等、
従業員に対する教育体制を整備・拡充します。
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　従業員は、法令及び規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負います。違
法行為等を行った従業員については、就業規則に基づき懲戒処分を行います。

 (6)　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
制
  当社及びグループ会社は、事業戦略を共有化するとともに、一体となった
経営を行います。
　グループ会社の内部統制システムについては、各グループ会社社長の責任
に基づく自律的な構築・運用を基本としつつ、内部統制室長は各主管部門と
連携し、当社グループ全体の内部統制の状況を把握・評価するとともに、各
主管部門及び各グループ会社に対し、指導・助言を行います。

 (7)　監査役の監査に関する事項
  当社の取締役、執行役員及び従業員は、職務執行の状況、経営に重要な影
響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査役会
に直接または内部統制室等当社関係部門を通じて報告します。
　また、当社の取締役、執行役員及び従業員は、内部統制システムの整備・
運用状況等の経営上の重要事項について、取締役会、経営会議及び内部統制
委員会等において報告し、監査役との間で情報を共有するとともに、必要に
応じて監査役より報告を受けます。
　グループ会社の取締役、監査役及び従業員は、各グループ会社における職
務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・
適切に当社の監査役または監査役会に直接または内部統制室等当社関係部門
を通じて報告します。
　当社は、これらの報告をした者に対し、内部通報に関する規程等に基づき、
報告したことを理由とする不利な取扱いは行いません。
　会計監査人、内部統制室長及び内部監査室長は、それぞれ監査役と定期的
にまたは必要の都度、それぞれの重要課題等に関する意見または情報交換を
行う等、相互に連携を図ります。また、内部統制室長は内部通報制度の運用
状況について監査役に報告します。
　当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上します。また、
監査役が緊急または臨時に支出した費用については、事後、監査役の償還請
求に応じます。

７. 業務の適正を確保するための体制の運用状況について
    当社は、業務の適正を確保するための体制に基づき、以下のような具体的な

取り組みを行っております。
(1)　取締役の職務の執行
　　  取締役は、役員・従業員の法令遵守を強化するために当社で作成した「サ

ンユウ コンプライアンス プログラム」に記載する行動規範の定めに従い、
法令及び定款に則って行動するよう徹底されています。また、取締役会等を
通じ社外取締役から発言される機会を設けることで、監督機能が強化されて
おります。
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　なお、当事業年度において、取締役会を20回開催し、取締役会規程その他
の規程に基づき、経営上の重要な事項について決定を行い、報告を受けまし
た。

 (2)　リスク管理
  当社の損失の危険の管理に関する体制のうち、主に環境・防災に関するリ
スクについては、当社では毎年、大規模災害発生を想定し従業員避難を含め
た初動対策の訓練を行っております。当事業年度におきましては災害発生時
における対応マニュアルのチェックを行い、問題及び課題を確認いたしまし
た。この訓練で抽出した課題は次年度の訓練プログラムに反映し、更なる改
善につなげる所存であります。
  また、情報漏洩対策としてパソコン監視ソフトを導入し、データの複写・
変更・削除・印刷及びメールの送受信内容（添付ファイルを含む）の情報を
全て記録しており、何時、誰が、何を行ったかが追跡可能となっています。
当社のパソコンを使用する者にはそれらの仕組みを説明し、不正を行わない
よう教育しております。
  セキュリティーについては、法人向けのウイルス対策ソフトを導入し、ウ
イルスやフィッシングメールの削除を行っております。

 (3)　内部統制システム全般
　当事業年度において内部統制委員会は２回開催いたしました。内部統制委
員会においては、内部統制に関する年度計画の承認がなされ、各機能部門に
おける自己点検及び第三者によるモニタリング結果が報告されるとともに、
抽出された問題及び対策(案)の議論を経て、実行に至るまでのフォローがな
されました。この一事業年度にわたるＰＤＣＡのサイクルを回すことにより、
内部統制システム全般の整備・運用に関する改善を進めております。

８. 会社の支配に関する基本方針
当社は、永年蓄積した業務知識や営業ノウハウを有効活用することによって

全てのお客様に最高の満足度を提供することを経営の基本施策として、長期的
視野にたった経営を行い、現在のような強固な財務基盤を形成し、安定収益、
安定配当を実現しております。したがって、経営の効率性や収益性を高める観
点から、専門性の高い業務知識や営業ノウハウを備えた者が取締役に就任して、
法令及び定款の定めを遵守しつつ当社の財務及び事業の方針の決定に関する重
要な職務を担当することが、会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する
ものと考えており、このことをもって会社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針としております。

 (注）本事業報告に記載されている金額及び株式数については、表示単位未満の
端数は切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産  の  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

（ 無 形 固 定 資 産 ）

の れ ん

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

(16,376,375)

10,704,843

1,567,202

4,374,107

923,496

1,935,441

264,166

1,651,112

28,284

△38,967

5,671,531

(5,253,186)

1,449,968

1,903,223

1,734,832

72,636

92,525

(160,445)

72,647

87,797

(257,899)

53,870

70,110

8,864

91,775

34,725

△1,447

（負 債  の  部） (7,713,524)

流 動 負 債 6,559,500

支払手形及び買掛金 4,016,345

短 期 借 入 金 1,410,000

１年内返済予定の長期借入金 324,040

リ ー ス 債 務 37,417

未 払 法 人 税 等 51,453

賞 与 引 当 金 199,572

そ の 他 520,671

固 定 負 債 1,154,024

長 期 借 入 金 875,168

リ ー ス 債 務 40,590

繰 延 税 金 負 債 60,315

退職給付に係る負債 113,454

資 産 除 去 債 務 64,135

そ の 他 360

（純 資 産 の 部） (8,662,850)

株 主 資 本 8,078,072

資 本 金 1,513,687

資 本 剰 余 金 1,303,508

利 益 剰 余 金 5,282,269

自 己 株 式 △21,392

その他の包括利益累計額 2,312

その他有価証券評価差額金 2,312

非 支 配 株 主 持 分 582,464

資 産 合 計 16,376,375 負 債 ・ 純 資 産 合 計 16,376,375
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連 結 損 益 計 算 書

（ 自　2019年４月１日
至　2020年３月31日 ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 20,437,684

売 上 原 価 17,702,864

売 上 総 利 益 2,734,820

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,389,428

営 業 利 益 345,391

営 業 外 収 益 72,596

受 取 利 息 及 び 配 当 金 11,782

受 取 賃 貸 料 49,859

受 取 保 険 金 3,093

そ の 他 7,861

営 業 外 費 用 41,528

支 払 利 息 7,453

賃 貸 費 用 20,560

支 払 手 数 料 9,606

そ の 他 3,907

経 常 利 益 376,459

特 別 利 益 269

固 定 資 産 売 却 益 269

特 別 損 失 26,778

固 定 資 産 売 却 損 811

固 定 資 産 除 却 損 9,220

投 資 有 価 証 券 評 価 損 16,746

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 349,951

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 164,260

法 人 税 等 調 整 額 △17,112

当 期 純 利 益 202,803

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 44,334

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 158,469
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連結株主資本等変動計算書

（ 自　2019年４月１日
至　2020年３月31日 ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,513,687 1,318,057 5,214,468 △21,392 8,024,820

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △90,667 △90,667

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

158,469 158,469

連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減

△14,549 △14,549

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － △14,549 67,801 － 53,252

当 期 末 残 高 1,513,687 1,303,508 5,282,269 △21,392 8,078,072

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計

その他有価証券評価差額金

当 期 首 残 高 4,159 795,000 8,823,980

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △90,667

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

158,469

連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減

△14,549

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△1,847 △212,535 △214,382

当 期 変 動 額 合 計 △1,847 △212,535 △161,129

当 期 末 残 高 2,312 582,464 8,662,850
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数　　　　　　　２社

②連結子会社の名称　　　　　　大阪ミガキ株式会社

大同磨鋼材工業株式会社

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しています。

(3) 会計方針に関する事項

①資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）により評価しています。

時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法により評価しています。

棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

商品及び製品　　　　　　　　主として、総平均法による原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）により評価しています。

仕　 掛 　品　　　　　　　　主として、移動平均法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）により評価しています。

原   材　 料　　　　　　　　主として、移動平均法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）により評価しています。

②固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

（リース資産を除く)

定率法によっています。ただし、2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、定額

法によっています。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物　　　　15～50年

　機械装置及び運搬具　　　　14年

無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法によっています。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用してい

ます。
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リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しています。

③引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しています。

賞 与 引 当 金 従業員への賞与の支給に備えるため、翌連結会計年度

に支給する賞与のうち、当連結会計年度の負担すべき

支給見込額を計上しています。

④のれんの償却方法及び償却期間

　　のれんの償却方法については、５年間の均等償却を行っています。

⑤退職給付に係る負債の計上基準

　　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

　る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

⑥消費税等の会計処理

　　税抜処理によっています。

２．連結貸借対照表等に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 12,379,739千円

(2) 国庫補助金等により有形固定資産の

　　　取得価額から直接控除している圧縮累計額 127,309千円

(3) 保証債務

　　　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対する保証債務 52,653千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（USD　483,815）

      （注）外貨建保証債務は、決算時の為替相場により円換算しています。
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首の株式数

（株）
当連結会計年度増加株式数

（株）
当連結会計年度減少株式数

（株）
当連結会計年度末の株式数

（株）

普通株式 6,091,000 － － 6,091,000

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首の株式数

（株）
当連結会計年度増加株式数

（株）
当連結会計年度減少株式数

（株）
当連結会計年度末の株式数

（株）

普通株式 46,496 － － 46,496

(3) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

2019年６月27日開催の第73期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 90,667千円

・１株当たり配当額 15円

・基準日 2019年３月31日

・効力発生日 2019年６月28日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2020年６月25日開催の第74期定時株主総会の議案として普通株式の配当に関する事項を

次のとおり提案しています。

・配当金の総額 48,356千円

・１株当たり配当額 ８円

・基準日 2020年３月31日

・効力発生日 2020年６月26日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しています。
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４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　①金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画に照らして、個々のグループ会社に必要な資金を独自に銀行

借入で調達することを基本方針としています。

一時的な余剰資金は短期的な預金（３ヶ月満期の定期預金）等で運用しています。

また、デリバティブ取引はリスクヘッジ目的でのみ使用し、投機目的では利用しないと

規定しています。なお、現時点では当該取引は行っておらず、今後とも行わない方針で

あります。

　②金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。なお、外

貨建て債権はありません。

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒

されています。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則と

して５年以内）は主に設備投資に係る資金調達であります。なお、借入金利は固定金利

を基本としています。

　③金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は「取引規程」に従い取引先と基本契約書を締結し、取引先企業の信用状態に応じ

担保を設定するなど債権保全策を検討してまいります。

また、「信用限度に関する規程」に従い、取引先ごとに取引限度枠を設定し、毎月取引

先ごとに債権の期日管理及び残高管理を行うとともに、１年ごとに取引限度枠の見直し

を行っています。

市場リスク（価格変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や取引先企業の財務内容を把握し、取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、毎期、各部署からの計画（販売計画、設備投資計画など）に基づき財

務部が年間資金計画を作成しています。また、期中においては適時更新するなど、定期

的に流動性リスクを管理しています。
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　④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2020年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認

められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。　　　（単位：千円）

連結貸借対照表

計上額(*)
時価(*) 差額

①現金及び預金

②受取手形及び売掛金

③電子記録債権

④投資有価証券

　　その他有価証券

⑤支払手形及び買掛金

⑥短期借入金

⑦長期借入金

1,567,202

4,374,107

923,496

15,274

(4,016,345)

(1,410,000)

(1,199,208)

1,567,202

4,374,107

923,496

15,274

(4,016,345)

(1,410,000)

(1,198,711)

－

－

－

－

－

－

(△496)

(*）負債に計上されているものについては、(　)で示しています。

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

　①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、並びに③電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっています。

　④投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。

　⑤支払手形及び買掛金、並びに⑥短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっています。
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　⑦長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は、帳簿価額と近似していると考えられる

ため、当該帳簿価額によっています。また、固定金利によるものの時価は、元利金の合計

額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して

います。

(注２) 非上場株式及び出資金（連結貸借対照表計上額108,706千円）並びに保証債務は、市場

価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円）

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 1,567,202 － － －

受取手形及び売掛金

電子記録債権

4,374,107

923,496

－

－

－

－

－

－

合計 6,864,806 － － －

(注４) 長期借入金の返済予定額

(単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

長期借入金 324,040 176,604 134,982 118,322 106,620 338,640

５．１株当たり情報に関する注記

①１株当たり純資産額 1,336円82銭

②１株当たり当期純利益 26円22銭
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貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資  産  の  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

（ 無 形 固 定 資 産 ）

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

電 話 加 入 権

水 道 施 設 利 用 権

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
貸 倒 引 当 金

(14,191,583)

7,979,346

604,721

1,386,840

740,310

2,236,242

1,432,979

236,404

1,340,389

7,467

12,739

6,214

△24,963

6,212,237

(4,128,654)

1,225,023

125,713

1,435,061

1,675

75,691

1,239,532

23,956

2,000

(65,964)

41,388

20,018

3,633

924

(2,017,618)

37,686

1,798,981

70,090

8,864

13,997

84,381

5,063
△1,447

（負 債  の  部） (6,161,930)

流 動 負 債 5,352,174

支 払 手 形 427,400

買 掛 金 3,269,843

短 期 借 入 金 860,000

１年内返済予定の長期借入金 220,700

リ ー ス 債 務 16,651

未 払 金 389,506

未 払 法 人 税 等 5,400

未 払 費 用 21,236

預 り 金 3,437

賞 与 引 当 金 138,000

固 定 負 債 809,756

長 期 借 入 金 675,600

リ ー ス 債 務 9,469

退 職 給 付 引 当 金 69,225

資 産 除 去 債 務 55,461

（純 資 産 の 部） (8,029,652)

株 主 資 本 8,026,334

資 本 金 1,513,687

資 本 剰 余 金 1,317,207

資 本 準 備 金 1,317,207

利 益 剰 余 金 5,216,832

利 益 準 備 金 258,187

その他利益剰余金 4,958,645

買換資産圧縮積立金 177,593

別 途 積 立 金 3,600,000

繰越利益剰余金 1,181,051

自 己 株 式 △21,392

評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,318

その他有価証券評価差額金 3,318

資 産 合 計 14,191,583 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,191,583
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損 益 計 算 書

（ 自　2019年４月１日
至　2020年３月31日 ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 16,864,149

売 上 原 価 15,174,212

売 上 総 利 益 1,689,937

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,507,358

営 業 利 益 182,579

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 11,448

受 取 賃 貸 料 48,737

受 取 保 険 金 3,093

そ の 他 4,962 68,241

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,365

賃 貸 費 用 21,062

そ の 他 1,014 26,442

経 常 利 益 224,378

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 19 19

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 811

固 定 資 産 除 却 損 9,198

投 資 有 価 証 券 評 価 損 16,746 26,756

税 引 前 当 期 純 利 益 197,642

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 75,565

法 人 税 等 調 整 額 △177 75,387

当 期 純 利 益 122,254

－ 25 －
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株主資本等変動計算書

（ 自　2019年４月１日
至　2020年３月31日 ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計買換資産圧縮

積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,513,687 1,317,207 258,187 183,879 3,600,000 1,143,178 5,185,246 △21,392 7,994,748

当 期 変 動 額

買換資産圧縮
積立金の取崩

△6,285 6,285 － －

剰余金の配当 △90,667 △90,667 △90,667

当 期 純 利 益 122,254 122,254 122,254

株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 （ 純 額 ）

当期変動額合計 － － － △6,285 － 37,872 31,586 － 31,586

当 期 末 残 高 1,513,687 1,317,207 258,187 177,593 3,600,000 1,181,051 5,216,832 △21,392 8,026,334

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 4,176 7,998,924

当 期 変 動 額

買換資産圧縮
積立金の取崩

－

剰余金の配当 △90,667

当 期 純 利 益 122,254

株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 （ 純 額 ）

△858 △858

当期変動額合計 △858 30,728

当 期 末 残 高 3,318 8,029,652

－ 26 －
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により評価しています。

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法により評価しています。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

商品及び製品　　　　　　　総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）により評価しています。

仕　 掛 　品　　　　　　　移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）により評価しています。

原　 材 　料　　　　　　　移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）により評価しています。

(2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　　　　　　　　定率法によっています。ただし、2016年４月１日以降に

(リース資産を除く)　　　　　 取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっ

　　　　　　　　　　　　　　　ています。

　　　　　　　　　　　　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建　　物　　　　　　15～50年

　機械装置　　　　　　　　14年

②無形固定資産　　　　　　　　定額法によっています。

(リース資産を除く)　　　　　 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しています。

③リース資産　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しています。

(3）引当金の計上基準

①貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

います。

－ 27 －
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②賞 与 引 当 金 従業員への賞与の支給に備えるため、翌事業年度に支給す

る賞与のうち、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上

しています。

③退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づき計上しています。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い

た簡便法を適用しています。

(4）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜処理によっています。

２．貸借対照表等に関する注記

(1）有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　 10,118,396千円

(2）国庫補助金等により有形固定資産の

　　　取得価額から直接控除している圧縮累計額　　　　　　　　　　　  127,309千円

(3）保証債務

　　　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対する保証債務　　　 52,653千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（USD　483,815）

　　　(注)外貨建保証債務は、決算時の為替相場により円換算しています。

(4）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　　　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  361,396千円

　　　　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  4,659千円

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引

営業取引の取引高

売上高 880,418千円

仕入高 22,723千円

その他の営業取引高 32,630千円

営業取引以外の取引高 9,769千円

－ 28 －
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首の株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末の株式数

（株）

普通株式 46,496 － － 46,496

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 42,228千円

貸倒引当金 8,081千円

未払事業税 3,335千円

退職給付引当金 21,183千円

減価償却超過額 75,980千円

出資金評価損 32,956千円

投資有価証券評価損 36,465千円

その他 35,045千円

小計 255,277千円

評価性引当額 △87,158千円

合計 168,118千円

繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 △78,305千円

建物 △3,968千円

その他有価証券評価差額金 △1,463千円

合計 △83,736千円

繰延税金資産の純額 84,381千円
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６．関連当事者との取引に関する注記

(1）親会社及び法人主要株主等

種類
会社等の
名称

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容

又は職業

議決権の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社

日本製鉄
㈱

419,524 鉄鋼業
被所有
　直接
　間接

33.67
0.83

主要材料の
購入

役員の兼任

主要材料の
仕入

6,597,327 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

①主要材料の仕入は商社を通じて仕入れていますが、当社と当該関連当事者との間で市場動向

等を参考にして価格交渉を行い決定しています。

②上記取引金額には、消費税等が含まれていません。

（注）ａ．取引金額には商社経由の仕入金額を含めて表示しています。

ｂ．商社経由の取引であるため、当該関連当事者に対する仕入債務は発生しません。

(2）子会社等

種類
会社等の

名称

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容

又は職業

議決権の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社
大同磨鋼
材工業㈱

20
鋼材の販

売
所有
　直接 100.00

当社製品の
販売

役員の兼任

当社製品
の販売

842,064 売掛金 355,558

取引条件及び取引条件の決定方針等

①製品の販売については、一般の取引条件や市場価格等を勘案して、その都度交渉の上決定し

ています。

②上記取引金額には、消費税等が含まれていませんが、期末残高には消費税等が含まれていま

す。

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,328円42銭

１株当たり当期純利益 20円23銭
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個別注記表



連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年５月７日

株 式 会 社 サ ン ユ ウ

取 締 役 会 御 中

有限責任あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中 畑 孝 英 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 重 久 

監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社サンユ

ウの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算

書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サンユウ及び連結子会

社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状

況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連

結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手したと判断している。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。こ

れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用

することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき

連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ

る。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用におけ

る取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結

計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて

合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思

決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従

って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐

疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手

続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に

応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当

性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記

事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明

することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続

企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する

注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算

書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評

価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計

算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実

施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の

重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国にお

ける職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響

を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた

めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年５月７日

株 式 会 社 サ ン ユ ウ

取 締 役 会 御 中

有限責任あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中 畑 孝 英 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 重 久 

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社

サンユウの2019年４月１日から2020年３月31日までの第74期事業年度の

計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ

いて監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産

及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計

算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これ

には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計

算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用におけ

る取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算

書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す

る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する

可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従

って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐

疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手

続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討

する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当

性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が

適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が

基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す

る。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実

施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の

重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国にお

ける職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響

を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた

めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第74期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告致します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、監査計画に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎
通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の
方法で監査を実施しました。
①　取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査致しました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通

及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま
した。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明致しました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本
方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、そ
の内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に
関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討致
しました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。
　　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認め
られません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

2020年５月12日

株式会社サンユウ 監査役会

常勤社外監査役 玉 井 孝 一 

社 外 監 査 役 長谷川  泰一郎 

社 外 監 査 役 藤 田 典 明 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

第74期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、

以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、48,356,032円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年６月26日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候
補
者
番
号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株 式 数

１
にし

西
の

野
じゅん

淳
じ

二
（1956年２月６日生）

1981年４月　新日本製鐵株式會社入社
1997年６月　同社室蘭製鐵所圧延工場棒鋼

技術グループリーダー
2005年４月　同社名古屋支店　部長
2007年７月　同社釜石製鐵所製造部長
2009年７月　同社室蘭製鐵所製品技術部長
2011年４月　同社棒線事業部棒線営業部部長
2012年10月　新日鐵住金株式会社（現 日本
　　　　　　製鉄株式会社）へ統合
　　　　　　同社棒線事業部棒線技術部長
2013年４月　同社棒線事業部上席主幹
2014年３月　同社退社
2014年４月　当社入社　当社顧問
2014年６月　当社代表取締役社長（現任）
2018年11月　大阪ミガキ株式会社取締役　　
　　　　　　（現任）

400株

－ 39 －

議決権の代理行使の勧誘者、剰余金の処分の件、取締役３名選任の件



候
補
者
番
号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株 式 数

２
か

加
とう

藤
かず

和
ひこ

彦
（1959年10月17日生）

1982年４月　日鐵商事株式会社入社

1999年４月　同社大阪支店総務部審査チーム

リーダー

2005年４月　同社審査部長

2010年４月　同社参与審査部長

2012年４月　同社執行役員審査部長

2013年10月　住金物産株式会社との経営統合

により日鉄住金物産株式会社

（現 日鉄物産株式会社）となる

　　　　　　同社執行役員内部統制部長

2014年４月　同社執行役員

2016年４月　当社入社　当社顧問

2016年６月　当社取締役執行役員財務部長

2018年11月　大阪ミガキ株式会社取締役　　

　　　　　　（現任）

2019年６月　当社取締役上席執行役員財務部

　　　　　　長（現任）

1,000株

３
し

清
みず

水
よし

良
ひろ

寛
（1974年４月28日生）

1997年４月　福岡地方裁判所入庁　裁判所書

記官

2002年11月　司法試験合格

2003年３月　同所退職

2003年４月　司法修習（修習第57期）

2004年10月　弁護士登録（大阪弁護士会）

　　　　　　弁護士法人　淀屋橋・山上合同

入所

2010年４月　同所パートナー（現任）

2011年４月　マックスバリュ中部株式会社社

外監査役

2015年６月　当社社外取締役（現任）

0株

－ 40 －

取締役３名選任の件



（注）１. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

  ２. 清水良寛氏は社外取締役候補者であります。

  ３. 社外取締役を除く候補者の選任理由について

    ①西野淳二氏におきましては、当社及び大阪ミガキ株式会社の取締役と

してグループ全体の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献してお

ります。その実績、能力、鉄鋼業界における長い経験と企業経営者と

しての豊富な経験とともに人格、見識とも優れていることから、引き

続き取締役としての選任をお願いするものであります。

    ②加藤和彦氏におきましては、財務及び税務に関する豊富な経験と専門

知識を有しており、また企業価値の向上に向けた財務戦略の立案、改

善を指揮するとともに人格、見識とも優れていることから、引き続き

取締役としての選任をお願いするものであります。

  ４. 社外取締役候補者の選任理由について

  清水良寛氏におきましては、過去に社外役員となること以外の方法で

会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な

経験と専門知識を有しており、また他社で社外役員を経験されていた

ほか、当社社外取締役としてその職責を果たしていることから、業務

執行に適切な助言・監督をいただけるものと判断し、引き続き社外取

締役としての選任をお願いするものであります。

  なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって５

年となります。

  ５. 社外取締役との責任限定契約について

　当社は、清水良寛氏との間で、会社法第427条第１項の規定による責任

限定契約を、賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額として

締結しており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する

予定であります。

  ６. 独立役員について

  当社は、清水良寛氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合

は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
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第３号議案　監査役２名選任の件

監査役玉井孝一氏及び長谷川泰一郎氏は、本総会終結の時をもって辞任いたし

ますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者仲山隆之氏及び生方徹氏は、監査役玉井孝一氏及び長谷川

泰一郎氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は当社定款の定

めにより、退任される両監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。
候
補
者
番
号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当 社 の
株 式 数

１
なか

仲
やま

山
たか

隆
ゆき

之
（1970年２月13日生）

1993年４月　住友金属工業株式会社入社
1999年１月　同社条鋼部東京加工素材グルー
　　　　　　プ
2000年４月　株式会社住友金属小倉へ転籍
　　　　　　同社営業第二部加工素材室
2004年６月　同社大阪営業部大阪特殊鋼室
2012年10月　新日鐵住金株式会社（現 日本
　　　　　　製鉄株式会社）へ統合
　　　　　　同社棒線事業部棒線営業部棒鋼
　　　　　　第二室
2015年10月　同社棒線事業部室蘭製鐵所工程
　　　　　　業務部製品企画調整室長
2018年９月　同社大阪支社棒線第二室長
2020年４月　同社大阪支社棒線室長（現任）

0株

２
おふ

生
かた

方 　
とおる

徹
（1961年６月27日生）

1985年４月　伊藤忠商事株式会社入社
1993年４月　同社大阪鉄鋼第一部鋼板第三課
2001年10月　伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ転籍
2004年２月　同社中国支社鋼材第一課課長代
　　　　　　行
2008年１月　東京スチールセンター株式会社
　　　　　　へ出向
2017年４月　伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社へ復職
　　　　　　同社監査部
2019年４月　同社監査部内部統制評価チーム
　　　　　　チーム長（現任）

0株
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（注）１. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

      ２. 仲山隆之及び生方徹の両氏は社外監査役候補者であります。

      ３. 社外監査役候補者の選任理由について

        ①仲山隆之氏におきましては、材料仕入れについて当社との間で取引が

ある日本製鉄株式会社において同社の大阪支社棒線室長を務めるなど、

鉄鋼人としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、それらを当社

の経営全般の監査に活かしていただきたいため、社外監査役としての

選任をお願いするものであります。

        ②生方徹氏におきましては、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社において営業及び

監査業務に従事するなど、経営全般に対し豊富な経験を有しており、

それらを当社の監査に活かしていただきたいため、社外監査役として

の選任をお願いするものであります。

      ４. 特定関係事業者の業務執行者について

          仲山隆之氏は、当社の特定関係事業者である日本製鉄株式会社の業務

執行者として上記の地位を務めるとともに、過去２年間において同社

より業務執行者としての給与等を受けており、今後も受ける予定であ

ります。

      ５. 社外監査役との責任限定契約について

          仲山隆之及び生方徹の両氏の選任が承認された場合は、当社は両氏と

の間で、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を、賠償責任

の限度額を法令の定める最低責任限度額として締結する予定でありま

す。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　場……大阪府枚方市春日北町３丁目１番１号

当社３階ホール

電話番号（072）858－1251（代表）

下車駅……ＪＲ学研都市線津田駅（徒歩約15分）

春日東野
幼稚園
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